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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出装置であって、
　カメラとは異なる構成によって前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情
報取得部（３１）と、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）と、を備
え、
　前記状態判定部は、少なくとも前記運転者の右脚の足先が運転席（１１０）の座面（１
１１）よりも下方から検出されている場合には、前記運転者が運転交代に対応可能である
と判定する状態検出装置。
【請求項２】
　前記状態判定部は、前記運転者の左脚の足先が前記座面よりも下方から検出されていな
い場合でも、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定する請求項１に記載の状態検
出装置。
【請求項３】
　前記状態判定部は、前記運転者の左脚の足先が前記座面よりも下方から検出されていて
も、前記運転者の右脚の足先が前記座面よりも下方から検出されていない場合には、前記
運転者が運転交代に対応可能でないと判定する請求項１又は２に記載の状態検出装置。
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【請求項４】
　前記状態判定部は、前記交代要求の開始から自動運転の継続が不可能になるまでの余裕
時間（Ｔａ）が長くなるほど、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定する許容基
準を緩和する請求項１～３のいずれか一項に記載の状態検出装置。
【請求項５】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出装置であって、
　前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）と、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）と、を備
え、
　前記状態判定部は、前記交代要求の開始から自動運転の継続が不可能になるまでの余裕
時間（Ｔａ）が長くなるほど、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定する許容基
準を緩和する状態検出装置。
【請求項６】
　前記状態判定部は、前記交代要求の後、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定
する許容基準を厳しくする請求項１～５のいずれか一項に記載の状態検出装置。
【請求項７】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出装置であって、
　前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）と、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）と、を備
え、
　前記状態判定部は、前記交代要求の後、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定
する許容基準を厳しくする状態検出装置。
【請求項８】
　前記情報取得部は、ステアリングホイール（１１５）の下方であり、且つ、運転席（１
１０）の前方に規定された検出空間（１２０）にて、前記脚の位置を検出した前記検出情
報を取得する請求項１～７のいずれか一項に記載の状態検出装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の状態検出装置（３０）と、
　前記脚の位置を検出した検出信号を前記情報取得部へ向けて出力する位置検出センサ（
１２，２１２，４１２ｔ，４１２ｂ）と、を含む状態検出システムであって、
　前記位置検出センサは、前記検出空間へ向けて検出波を発信する発信部（１３）、及び
前記検出空間に位置する物体によって反射された前記検出波を検出する検出部（１４）、
を有する状態検出システム。
【請求項１０】
　前記位置検出センサは、前記車両において、フロア面（１１３）よりも運転席（１１０
）の座面（１１１）に近い高さ位置に設置されている請求項９に記載の状態検出システム
。
【請求項１１】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、
　少なくとも一つの処理部（４１）を、
　カメラとは異なる構成によって前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情
報取得部（３１）、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）、として
機能させ、
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　前記状態判定部は、少なくとも前記運転者の右脚の足先が運転席（１１０）の座面（１
１１）よりも下方から検出されている場合には、前記運転者が運転交代に対応可能である
と判定する状態検出プログラム。
【請求項１２】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、
　少なくとも一つの処理部（４１）を、
　前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）、として
機能させ、
　前記状態判定部は、前記交代要求の開始から自動運転の継続が不可能になるまでの余裕
時間（Ｔａ）が長くなるほど、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定する許容基
準を緩和する状態検出プログラム。
【請求項１３】
　運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、前
記運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、
　少なくとも一つの処理部（４１）を、
　前記運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）、
　前記検出情報の示す前記運転者の脚の状態に基づき、前記自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に前記運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）、として
機能させ、
　前記状態判定部は、前記交代要求の後、前記運転者が運転交代に対応可能であると判定
する許容基準を厳しくする状態検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書による開示は、自動運転機能を備える車両において運転者の状態を検出する
状態検出の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、運転者に代わって運転操作を実施可能な車両制御装置が
開示されている。車両制御装置は、ハンドオーバーとして、自動運転の状態から運転者に
よる手動運転への運転交代を実施する。さらに車両制御装置は、運転者が手動運転に復帰
できる状態か否かを、例えばステアリングコラムの上面に設けられたドライバモニタカメ
ラ、及びステアリングホールに設けられたタッチセンサ等によって検出する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－３０５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、運転操作に不適切な脚の姿勢が取られている場合にも、運転者は、ハンドオーバ
ーによる運転交代に対応困難となる。しかし、特許文献１の車両制御装置では、運転交代
に運転者が対応可能か否かは、主に運転者の上半身の状態に基づいて判定される。故に、
脚の姿勢が運転操作に不適切であっても、車両制御装置は、運転者が交代要求に対応でき
ないと判定することが難しかった。
【０００５】
　本開示は、運転操作に不適切な脚の姿勢が取られている場合に、運転者が交代要求に対
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応できなと判定可能な状態検出装置等の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施
可能な自動運転機能を備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出装置
であって、カメラとは異なる構成によって運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得す
る情報取得部（３１）と、検出情報の示す運転者の脚の状態に基づき、自動運転機能から
の交代要求に基づく運転交代に運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）と
、を備え、状態判定部は、少なくとも運転者の右脚の足先が運転席（１１０）の座面（１
１１）よりも下方から検出されている場合には、運転者が運転交代に対応可能であると判
定する状態検出装置とされる。
　また開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を
備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出装置であって、運転者の脚
の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）と、検出情報の示す運転者の脚
の状態に基づき、自動運転機能からの交代要求に基づく運転交代に運転者が対応可能か否
かを判定する状態判定部（３２）と、を備え、状態判定部は、交代要求の開始から自動運
転の継続が不可能になるまでの余裕時間（Ｔａ）が長くなるほど、運転者が運転交代に対
応可能であると判定する許容基準を緩和する状態検出装置とされる。
　また開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を
備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出装置であって、運転者の脚
の位置を検出した検出情報を取得する情報取得部（３１）と、検出情報の示す運転者の脚
の状態に基づき、自動運転機能からの交代要求に基づく運転交代に運転者が対応可能か否
かを判定する状態判定部（３２）と、を備え、状態判定部は、交代要求の後、運転者が運
転交代に対応可能であると判定する許容基準を厳しくする状態検出装置とされる。
【０００７】
　また開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を
備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、少な
くとも一つの処理部（４１）を、カメラとは異なる構成によって運転者の脚の位置を検出
した検出情報を取得する情報取得部（３１）、検出情報の示す運転者の脚の状態に基づき
、自動運転機能からの交代要求に基づく運転交代に運転者が対応可能か否かを判定する状
態判定部（３２）、として機能させ、状態判定部は、少なくとも運転者の右脚の足先が運
転席（１１０）の座面（１１１）よりも下方から検出されている場合には、運転者が運転
交代に対応可能であると判定する状態検出プログラムとされる。
　また開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を
備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、少な
くとも一つの処理部（４１）を、運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取
得部（３１）、検出情報の示す運転者の脚の状態に基づき、自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）、として機能
させ、状態判定部は、交代要求の開始から自動運転の継続が不可能になるまでの余裕時間
（Ｔａ）が長くなるほど、運転者が運転交代に対応可能であると判定する許容基準を緩和
する状態検出プログラムとされる。
　また開示された一つの態様は、運転者に代わって運転操作を実施可能な自動運転機能を
備える車両（Ａ）において、運転者の状態を検出する状態検出プログラムであって、少な
くとも一つの処理部（４１）を、運転者の脚の位置を検出した検出情報を取得する情報取
得部（３１）、検出情報の示す運転者の脚の状態に基づき、自動運転機能からの交代要求
に基づく運転交代に運転者が対応可能か否かを判定する状態判定部（３２）、として機能
させ、状態判定部は、交代要求の後、運転者が運転交代に対応可能であると判定する許容
基準を厳しくする状態検出プログラムとされる。
【０００８】
　この態様では、運転者の脚の位置が検出情報として取得される。そして、交代要求に基
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づく運転交代に運転者が対応可能か否かは、運転者の脚の状態に基づき判定される。以上
によれば、運転操作に不適切な脚の姿勢が取られている場合には、自動運転機能からの交
代要求に対応できないと判定することが可能になる。
【０００９】
　尚、上記括弧内の参照番号は、後述する実施形態における具体的な構成との対応関係の
一例を示すものにすぎず、技術的範囲を何ら制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】車両に搭載された自動運転に関連する構成の全体像を示すブロック図である。
【図２】ハンドオーバーのプロセスを時系列に沿って示すタイムチャートである。
【図３】車両の右側から見た脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図４】車両の天井側から見た脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図５】状態判定部にて判定される「運転姿勢」，「適切姿勢」及び「不適切姿勢」の特
徴を一覧で示す図である。
【図６】ＨＣＵ及び提示装置の連携によって実施される自動運転モードでのアクチュエー
ションの考え方を示す図である。
【図７】自動運転モードにて実施される状態検出処理の詳細を示すフローチャートである
。
【図８】第二実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図９】第二実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１０】第三実施形態の状態検出システムの構成を示すブロック図である。
【図１１】第三実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１２】第三実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１３】第四実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１４】第五実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１５】第五実施形態の脚センサの配置と脚の位置検出の詳細を示す図である。
【図１６】「適切姿勢」及び「不適切姿勢」の区分けについて、右脚の股関節及び膝関節
の状態に基づき整理した内容を一覧にて示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。
各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分について
は、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の
説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生
じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合わせること
ができる。そして、複数の実施形態及び変形例に記述された構成同士の明示されていない
組み合わせも、以下の説明によって開示されているものとする。
【００１２】
　（第一実施形態）
　本開示の第一実施形態による状態検出装置の機能は、図１に示すＨＣＵ（HMI（Human M
achine Interface）Control Unit）３０によって実現されている。ＨＣＵ３０は、車両制
御ＥＣＵ（Electronic Control Unit）８０及び自動運転ＥＣＵ５０等の電子制御ユニッ
トと共に車両Ａに搭載されている。ＨＣＵ３０、車両制御ＥＣＵ８０及び自動運転ＥＣＵ
５０は、直接的又は間接的に互い電気接続されており、相互に通信可能である。車両Ａは
、車両制御ＥＣＵ８０及び自動運転ＥＣＵ５０の作動により、自動運転機能を備える。
【００１３】
　車両制御ＥＣＵ８０は、車両Ａに搭載された車載アクチュエータ群９１と直接的又は間
接的に電気接続されている。車両制御ＥＣＵ８０は、車載アクチュエータ群９１の作動を
統合的に管理することで、車両Ａの挙動を制御する。車載アクチュエータ群９１には、例
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えば電子制御スロットルのスロットルアクチュエータ、インジェクタ、ブレーキアクチュ
エータ、並びに駆動用及び回生用のモータジェネレータが含まれている。
【００１４】
　車両制御ＥＣＵ８０は、処理部、ＲＡＭ、メモリ装置、及び入出力インターフェース等
を有するコンピュータを主体に構成されている。車両制御ＥＣＵ８０は、メモリ装置に記
憶された車両制御プログラムを処理部によって実行することにより、車両制御に係る機能
ブロックとしてアクチュエータ制御部８１を構築する。アクチュエータ制御部８１は、運
転者の運転操作に基づく操作情報及び自動運転ＥＣＵ５０から取得される自律走行情報の
少なくとも一方に基づき、車載アクチュエータ群９１へ向けて出力される制御信号を生成
する。
【００１５】
　自動運転ＥＣＵ５０は、自律走行に必要な情報を取得する構成として、ＧＮＳＳ受信器
７１、地図データベース７２及び自律センサ群７３等と直接的又は間接的に電気接続され
ている。
【００１６】
　ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）受信器７１は、複数の人工衛星から
送信された測位信号を受信可能である。ＧＮＳＳ受信器７１は、受信した測位信号を、車
両Ａの現在位置を特定するための情報として、自動運転ＥＣＵ５０へ向けて逐次出力する
。
【００１７】
　地図データベース７２は、多数の地図データを格納している記憶装置である。地図デー
タには、各道路の曲率、勾配、及び区間の長さといった構造情報、並びに制限速度及び一
方通行といった非一時的な交通規制情報等が含まれている。地図データベース７２は、自
動運転ＥＣＵ５０からの要求に基づき、車両Ａの現在位置の周辺及び進行方向の地図デー
タを自動運転ＥＣＵ５０に提供する。
【００１８】
　自律センサ群７３は、歩行者及び他の車両等の移動物体、さらに路上の落下物、交通信
号、ガードレール、縁石、道路標識、道路標示、及び区画線等の静止物体を検出する。自
律センサ群７３には、例えばカメラユニット、ライダ及びミリ波レーダ等が含まれている
。自律センサ群７３はそれぞれ、検出した移動物体及び静止物体に係る物体情報を、自動
運転ＥＣＵ５０へ向けて逐次出力する。
【００１９】
　自動運転ＥＣＵ５０は、処理部６１、ＲＡＭ６２、メモリ装置６３及び入出力インター
フェースを有するコンピュータを主体に構成されている。処理部６１は、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）及びＦＰＧＡ（Field-Progr
ammable Gate Array）等の少なくとも一つを含む構成である。処理部６１には、ＡＩ（Ar
tificial Intelligence）の学習及び推論に特化した専用のプロセッサが設けられていて
もよい。
【００２０】
　自動運転ＥＣＵ５０は、車両制御ＥＣＵ８０との連携によって車両Ａの加減速制御及び
操舵制御を行うことにより、運転者に代わって車両Ａの運転操作を実施可能な自動運転機
能を発揮する。自動運転ＥＣＵ５０は、運転操作の制御権の所在が異なる複数の制御モー
ドを切り替える。複数の制御モードには、自動運転機能によって車両Ａを自律走行させる
自動運転モード、及び運転者の運転操作によって走行する手動運転モードが含まれている
（図２参照）。さらに、自動運転モードから手動運転モードへの遷移時に実行される交代
要求モード、及び車両Ａを自動退避させるためのＭＲＭ（Minimum Risk Maneuver）モー
ドが、制御モードには含まれている。
【００２１】
　自動運転ＥＣＵ５０は、メモリ装置６３に記憶された自動運転プログラムを処理部６１
によって実行可能である。自動運転プログラムには、車両Ａを自律走行させるためのプロ
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グラム、及び運転交代を制御するためのプログラム等が含まれている。自動運転プログラ
ムに基づき、自動運転ＥＣＵ５０には、自車位置特定部５１、環境認識部５２、計画生成
部５３及び自律走行制御部５４等が構築される。
【００２２】
　自車位置特定部５１は、ＧＮＳＳ受信器７１にて受信された測位信号に基づき、車両Ａ
の現在位置を特定する。自車位置特定部５１は、自律センサ群７３のカメラユニットから
取得する前方領域の画像と、地図データベース７２から取得する詳細な地図データとの照
合により、車両Ａの詳細な現在位置を同定可能である。
【００２３】
　環境認識部５２は、自車位置特定部５１にて特定された位置情報、地図データベース７
２から取得した地図データ、及び自律センサ群７３から取得した物体情報等を組み合わせ
ることで、車両Ａの周囲の走行環境を認識する。環境認識部５２は、特に各自律センサの
検出範囲内について、各物体情報の統合結果に基づき、車両Ａの周囲の物体の形状及び移
動状態を認識する。環境認識部５２は、認識した周囲の物体の情報と、位置情報及び地図
データと組み合わせることで、実際の走行環境を三次元で再現した仮想空間を生成する。
【００２４】
　計画生成部５３は、環境認識部５２によって認識された走行環境に基づき、自動運転機
能によって車両Ａを自律走行させるための走行計画を生成する。走行計画としては、長中
期の走行計画と、短期の走行計画とが生成される。長中期の走行計画では、運転者によっ
て設定された目的地に車両Ａを向かわせるための経路が規定される。短期の走行計画では
、環境認識部５２にて生成された車両Ａの周囲の仮想空間を用いて、長中期の走行計画に
従った走行を実現するための予定走行経路が規定される。具体的に、車線追従及び車線変
更のための操舵、速度調整のための加減速、並びに衝突回避のための急制動等の実行が、
短期の走行計画に基づいて決定される。
【００２５】
　ここで、自動運転機能から運転者への運転交代には、システム側から運転者に計画的に
制御権を引き渡すハンドオーバーと、緊急性の高い状況で運転者が自らの判断で制御権を
取得するオーバーライドとが存在する。計画生成部５３は、自動運転モードによる自律走
行の継続が不可能な状況の発生を、進行方向の地図データ及び自律センサ群７３から取得
する情報等に基づき予測する。計画生成部５３は、走行計画の策定が困難となり、自動運
転の継続が不可能である場合に、ハンドオーバーのスケジュール（以下、「権限移譲計画
」）を策定する。
【００２６】
　権限移譲計画では、自動運転のオフタイミング（図２　時刻ｔ３）が規定される。そし
て、オフタイミングから逆算して、自動運転機能から運転者への運転交代を要求する交代
要求（以下、「ＴＯＲ：Take Over Request」）の実施タイミング（図２　時刻ｔ１）が
設定される。ＴＯＲの実施タイミングは、自動運転のオフタイミングに対して、予め規定
された余裕時間Ｔａ（例えば４秒，図２参照）だけ早い時刻に設定され、ＨＣＵ３０に通
知される。以上のように、計画生成部５３は、策定した権限移譲計画に基づき、ＨＣＵ３
０と連携して、交代要求モードにおけるハンドオーバーのプロセスを制御する。
【００２７】
　自律走行制御部５４は、自動運転モードにて、計画生成部５３によって策定された予定
走行経路に基づく内容の加減速及び操舵を指示する自律走行情報を生成する。自律走行制
御部５４は、生成した自律走行情報を車両制御ＥＣＵ８０へ向けて逐次出力する。自律走
行制御部５４は、アクチュエータ制御部８１と連携し、予定走行経路に沿って車両Ａを自
律走行させる。
【００２８】
　ＨＣＵ３０は、運転者への情報提示を統合的に制御する機能と、運転者の状態を検出す
る機能とを備えた電子制御ユニットである。ＨＣＵ３０は、提示装置２０、ＤＳＭ（Driv
er Status Monitor）１１及び脚センサ１２等と直接的又は間接的に電気接続されている
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。
【００２９】
　提示装置２０は、ＨＣＵ３０によって出力される提示制御信号に基づき、車両Ａに係る
種々の情報を、運転者を含む車両Ａの乗員へ向けて提示する。提示装置２０には、例えば
表示によって情報を提示する表示装置、通知音及びメッセージ音声等により情報を提示す
るスピーカ２１、及び振動によって情報を提示する触覚刺激装置２２等が含まれている。
触覚刺激装置２２は、例えば運転席１１０の座面１１１（図３参照）又は背もたれ等に設
けられている。
【００３０】
　ＤＳＭ１１は、近赤外光源及び近赤外カメラと、これらを制御する制御ユニット等とに
よって構成されている。ＤＳＭ１１は、近赤外カメラを運転席側に向けた姿勢にて、例え
ばステアリングコラムの上面に配置される。ＤＳＭ１１は、近赤外光源によって近赤外光
を照射された運転者の頭部を近赤外カメラで撮影し、撮像した顔画像の解析によって運転
者の状態を監視する。ＤＳＭ１１は、顔画像の解析によって得られた運転者の検出情報を
、ＨＣＵ３０へ向けて逐次出力する。
【００３１】
　図１，図３及び図４に示す脚センサ１２は、例えば光センサであって、光の照射によっ
て物体を検出するアクティブ型の物体検出センサである。脚センサ１２は、センターコン
ソール１１７の運転席側の側面に設置されている。脚センサ１２は、車両Ａにおいて、座
面１１１よりも下方であり、且つ、フロア面１１３よりも運転席１１０の座面１１１に近
い高さ位置に設置されている。脚センサ１２は、検出空間１２０にある運転者の両脚を個
別に検出可能である。検出空間１２０は、ステアリングホイール１１５の下方であり、且
つ、運転席１１０の前方に予め規定されている。加えて、車室内にて、検出空間１２０を
区画するドア等の構造物の形状及び材質は、車種毎に異なっている。そのため、検出空間
１２０は、周囲の構造物の形状及び材質を考慮し、車種毎に規定すると好適である。
【００３２】
　脚センサ１２は、投光部１３及び受光部１４を有している。投光部１３は、近赤外線を
射出する光源である。投光部１３は、ＨＣＵ３０の制御に基づき、検出波としてのパルス
状の近赤外線を検出空間１２０へ向けて発信する。近赤外線は、例えば車両Ａの横方向に
沿って投光部１３からスポット照射される。投光部１３は、所定の時間間隔で近赤外線の
照射を繰り返す。近赤外光の指向性（照射角）は、脚の太さを超える程度であり、且つ、
各ペダル等を誤検出しないような広さに設定される。
【００３３】
　受光部１４は、光信号を電気信号に変換する受光素子である。受光部１４は、検出空間
１２０に位置する物体によって反射された近赤外光を検出する。検出空間１２０に運転者
の両脚がある場合、センターコンソール１１７に近い左脚Ｌｌにて反射された近赤外光と
、センターコンソール１１７から遠い右脚Ｌｒにて反射された近赤外光とを、受光部１４
は順に受光する。受光部１４は、受信した光を電気信号に変換し、脚の位置を検出した検
出信号として、ＨＣＵ３０に逐次送信する。
【００３４】
　ＨＣＵ３０は、処理部４１、ＲＡＭ４２、メモリ装置４３及び入出力インターフェース
を有するコンピュータを主体に構成されている。処理部４１は、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）及びＦＰＧＡ（Field-Programmable 
Gate Array）等の少なくとも一つを含む構成である。処理部４１には、ＡＩ（Artificial
 Intelligence）の学習及び推論に特化した専用のプロセッサが設けられていてもよい。
【００３５】
　ＨＣＵ３０は、ＤＳＭ１１及び脚センサ１２等と共に、状態検出システム１０を構成し
ている。状態検出システム１０は、自動運転モードにおいて、提示装置２０による情報提
示を制御し、運転者の姿勢を適切な状態に維持する。ＨＣＵ３０は、メモリ装置４３に記
憶された状態検出プログラムを処理部４１によって実行し、運転者の状態検出及び姿勢維
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持に関連した複数の機能ブロックを構築する。具体的に、ＨＣＵ３０には、情報取得部３
１、状態判定部３２及び報知制御部３３等が構築される。
【００３６】
　情報取得部３１は、ＤＳＭ１１にて検出された運転者の検出情報を取得する。加えて情
報取得部３１は、脚センサ１２の作動を制御し、運転者の左右の脚の位置を検出した検出
情報を取得する。詳記すると、情報取得部３１は、脚センサ１２の検出信号に基づき、近
赤外光を照射した時刻から、反射された近赤外光を受光した時刻までの差分を計測する。
そして、情報取得部３１は、時刻の差分から左右の脚の位置を演算し、運転者の両脚の位
置を示す検出情報として取得する。
【００３７】
　さらに情報取得部３１は、自動運転ＥＣＵ５０の制御モード等を示すステータス情報を
取得する。例えば自動運転のシステム限界の発生予測に基づき、計画生成部５３にて権限
移譲計画が策定された場合に、情報取得部３１は、ＴＯＲの実施を指示する指令をＨＣＵ
３０から取得する。
【００３８】
　状態判定部３２は、検出情報の示す運転者の上体及び脚の状態に基づき、ＴＯＲに基づ
く余裕時間Ｔａ（図２参照）以内での運転交代に運転者が対応可能か否かを判定する。上
体の姿勢に問題が無い場合、状態判定部３２は、運転者の脚の状態に基づき、運転者の姿
勢を「運転姿勢」、「適切姿勢」及び「不適切姿勢」のいずれかに分類する（図５参照）
。
【００３９】
　「運転姿勢」は、手動運転している状態での運転者の姿勢である。右脚Ｌｒの足首より
も先の部分（以下、「右足先」）がアクセルペダル又はブレーキペダルに触れているよう
な状態であれば、状態判定部３２は、「運転姿勢」であると判定する。
【００４０】
　また「適切姿勢」は、余裕時間Ｔａ（図２参照）以内に運転姿勢に復帰可能な姿勢であ
る。対して、「不適切姿勢」は、余裕時間Ｔａ以内に運転姿勢に復帰不可能な姿勢である
。換言すると、状態判定部３２は、運転者の姿勢を「適切姿勢」に分類した場合に、余裕
時間Ｔａ以内での運転交代に運転者が対応できないと判定し、「不適切姿勢」に分類した
場合に、余裕時間Ｔａ以内での運転交代に運転者が対応できないと判定する。
【００４１】
　状態判定部３２は、主に運転者の右足先の推定位置に基づき、「適切姿勢」及び「不適
切姿勢」を判別する。状態判定部３２は、運転者の右足先が座面１１１よりも下方から検
出されており、ペダルの近くに右足先がある場合には、「適切姿勢」であると判定する。
運転者の左脚Ｌｌの足首よりも先の部分（以下、「左足先」）が座面１１１よりも下方か
ら検出されていない場合でも、右足先が座面１１１よりも下方にあれば、状態判定部３２
は、運転交代に対応可能な「適切姿勢」であると判定する。一方で、状態判定部３２は、
運転者の左足先が座面１１１よりも下方から検出されていても、右足先が座面１１１より
も下方から検出されていない場合には、「不適切姿勢」であると判定する。尚、両脚の足
先が共に検出されていない場合には、状態判定部３２は、当然に「不適切姿勢」であると
判定する。
【００４２】
　報知制御部３３は、情報取得部３１にて取得された情報に基づき、提示装置２０へ向け
て出力する提示制御信号を生成する。報知制御部３３は、提示装置２０へ向けた提示制御
信号の出力により、表示、音及び振動等による情報提示を制御する。報知制御部３３は、
ＴＯＲの実施を指示する指令が情報取得部３１によって取得された場合、権限移譲計画に
て設定された時刻ｔ１（図２参照）にて、運転操作の引き継ぎを運転者に要求する情報提
示を、提示装置２０を用いて実施する。
【００４３】
　以上により、ＴＯＲの通知に気付いた運転者は、周辺状況を確認したうえで、姿勢を正
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しつつ運転操作を開始する。このとき状態判定部３２は、ＤＳＭ１１及び脚センサ１２の
検出情報に基づき、状態判定部３２が「運転姿勢」であると判定する。状態判定部３２の
判定結果を取得した自動運転ＥＣＵ５０は、時刻ｔ２（図２参照）にて、運転操作可能で
あると判断し、制御モードを交代要求モードから手動運転モードへと切り替える。
【００４４】
　一方で、ＴＯＲの通知後に運転者が「運転姿勢」をとらないまま余裕時間Ｔａ（図２参
照）が経過した場合、自動運転ＥＣＵ５０は、時刻ｔ３（図２参照）にて、制御モードを
交代要求モードからＭＲＭモードへと切り替える。その結果、車両Ａは、退避走行によっ
て、探索した退避エリアに停車する。
【００４５】
　こうしたＭＲＭモードへの移行を阻止するため、報知制御部３３は、自動運転モードに
て状態判定部３２が「不適切姿勢」と判定した場合に、運転者の状態を「適切姿勢」に戻
すためのアクチュエーションを、提示装置２０を用いて継続的に実施する（図６参照）。
報知制御部３３は、例えば運転者が胡座や正座を行っている場合、スピーカ２１及び触覚
刺激装置２２を用いた情報提示により、「適切姿勢」の状態に誘導する。また報知制御部
３３は、エアバッグの展開に巻き込まれるような位置に運転者の右足先が置かれている場
合には、スピーカ２１及び触覚刺激装置２２を用いた情報提示により、「不適切姿勢」で
あることを警告し、「適切姿勢」への復帰を促す。このようにして、いつ運転交代が発生
してもよいように、ＴＯＲ前の運転者の状態を維持する。
【００４６】
　以上のように、運転者に適切姿勢を維持させるため、ＨＣＵ３０によって実施される状
態検出処理の詳細を、図７に基づき、図１を参照しつつ説明する。図７に示す状態検出処
理は、手動運転モードから自動運転モードへの切り替えに基づき、ＨＣＵ３０によって開
始される。
【００４７】
　Ｓ１０１では、ＤＳＭ１１及び脚センサ１２による検出情報を取得し、Ｓ１０２に進む
。Ｓ１０２では、直前のＳ１０１にて取得した検出情報に基づき、運転者の状態が「適正
姿勢」であるか否かを判定する。Ｓ１０１にて、運転者の状態が「適切姿勢」であると判
定した場合、Ｓ１０６に進む。一方、Ｓ１０２にて、運転者の状態が「不適切姿勢」であ
ると判定した場合、Ｓ１０３に進む。
【００４８】
　Ｓ１０３では、Ｓ１０２にて検出された運転者の状態に基づき、「適切姿勢」への復帰
を促す誘導又は警告を実施し、Ｓ１０４及びＳ１０５に進む。Ｓ１０４及びＳ１０５では
、Ｓ１０１及びＳ１０２と同様に、検出情報に基づき、運転者が「適切姿勢」に復帰した
か否かを判定する。Ｓ１０５にて、「適切姿勢」に復帰したと判定した場合、Ｓ１０１に
戻り、状態検出処理を継続する。対して、運転者の姿勢が「適切姿勢」に戻らない場合、
Ｓ１０３～Ｓ１０５の処理の繰り返しにより、着座姿勢の修正を促す情報提示が継続され
る。
【００４９】
　一方、Ｓ１０２にて、「適切姿勢」であると判定された場合のＳ１０６では、システム
の限界予測に基づくＴＯＲの通知指示が自動運転ＥＣＵ５０から取得されたか否かを判定
する。Ｓ１０６にて、ＴＯＲの開始が指示されたと判定した場合、ＴＯＲを実施する処理
に移行する。一方で、自動運転モードが継続されると判定した場合、Ｓ１０１に戻り、状
態検出処理を継続する。
【００５０】
　尚、「不適切姿勢」のままでシステムの限界予測が発生した場合でも、ＨＣＵ３０は、
ＴＯＲの通知を行う。この場合、ＨＣＵ３０は、ＴＯＲの通知後、「運転姿勢」への復帰
が不可能である旨の判定結果を自動運転ＥＣＵ５０に提供する。この判定結果に基づき、
自動運転ＥＣＵ５０は、余裕時間Ｔａ（図２参照）の経過前にＭＲＭモードへの移行を開
始する。
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【００５１】
　ここまで説明した第一実施形態では、運転者の脚の位置が検出情報として取得される。
そして、ＴＯＲに基づく運転交代に運転者が対応可能か否かは、運転者の脚の状態に基づ
き判定される。以上によれば、運転操作に不適切な脚の姿勢が取られている場合には、Ｔ
ＯＲに対応できないとの判定が可能となる。
【００５２】
　加えて第一実施形態では、座面１１１よりも下方から右足先が検出されている場合、状
態判定部３２は、「適切姿勢」であると判定する。少なくとも右足先が座面１１１より下
方にあれば、運転者は、ＴＯＲの発生後、余裕時間Ｔａ以内に、アクセルペダル又はブレ
ーキペダルの操作を開始可能である。故に、右足先の位置に依拠してＴＯＲに対応可能で
あると判定すれば、姿勢判定の演算負荷を軽減しつつ、ＴＯＲに対応不可能な運転者への
運転交代の実施が回避される。
【００５３】
　また第一実施形態では、座面１１１よりも下方に左足先がなくても、右足先さえ座面１
１１よりも下方にあれば、「適切姿勢」と判定される。一般に、ペダル操作は、右足先に
よって実施される。故に、各ペダルの周囲に左足先がないことに基づき、直ちに「不適切
姿勢」と判定する必要はない。以上によれば、運転者が手動運転を開始可能であるにも係
わらず、ＭＲＭモードへの移行が生じてしまう事態は、回避される。
【００５４】
　反対に、座面１１１よも下方に左足先があっても、右足先が座面１１１よりも下方にな
い場合には、「不適切姿勢」と判定される。上述したように、右足先がペダル周辺にない
場合、ＴＯＲに対応した迅速な運転開始は困難となる。故に、右足先が座面１１１よりも
下方にない場合、左足先の位置に係らず運転交代に対応不可能であると判定されることが
望ましい。
【００５５】
　さらに第一実施形態の脚センサ１２は、ステアリングホイール１１５の下方且つ運転席
１１０の前方に規定された検出空間１２０にて、運転者の脚を検出する。このように、脚
センサ１２の検出空間１２０を限定しても、状態判定部３２は、運転者の脚の状態がＴＯ
Ｒに対応可能な状態か否かを判定できる。故に、運転者の状態判定の精度を確保しつつ、
脚センサ１２の構成の複雑化が回避できる。
【００５６】
　加えて上述の検出空間１２０は、インスツルメントパネル及びステアリングコラム等に
よって外光が遮られるため、非常に暗い空間となる。故に、近赤外光を発信するアクティ
ブ型の光センサを脚センサ１２として用いれば、情報取得部３１は、車両Ａの周囲の明る
さに影響されることなく、検出情報を取得できる。
【００５７】
　さらに第一実施形態の状態検出システム１０では、脚の状態の検出にカメラが用いられ
ていない。故に、運転者が取る姿勢のパターンと、そのとき撮像される画像データとのマ
ッチングにより、運転者の姿勢を判別する判定器を作成する開発工数が不要になる。さら
に、脚の状態の検出にカメラを用いないことで、運転者のプライバシーの問題に配慮した
商品性の高い状態検出システム１０が実現できる。
【００５８】
　また第一実施形態の脚センサ１２は、フロア面１１３よりも座面１１１に近い高さ位置
に設置されている。例えば脚の位置は、膝から遠い位置であって、フロア面１１３に近い
部分ほど、フロア面１１３に沿って前後左右にばらつき易くなる。一方で、座面１１１の
近い高さであれば、脚（膝）の位置は、大きく変化しない。故に、脚センサ１２を座面１
１１に近い高さに配置すれば、近赤外光（検出波）の照射範囲（指向性）を狭めても、検
出漏れは生じ難い。故に、脚の位置の検出精度を確保しつつ、脚センサ１２の簡素化が可
能となる。
【００５９】
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　尚、第一実施形態において、脚センサ１２が「位置検出センサ」に相当し、投光部１３
が「発信部」に相当し、受光部１４が「検出部」に相当し、ＨＣＵ３０が「状態検出装置
」に相当する。
【００６０】
　（第二実施形態）
　図８及び図９に示す第二実施形態は、第一実施形態の変形例である。第二実施形態の脚
センサ２１２は、第一実施形態と同様に光センサであって、第一実施形態とは異なる位置
に設置されている。脚センサ２１２は、運転席１１０の座面部分の前面であって、フロア
面１１３よりも座面１１１に近い高さ位置に収容されている。脚センサ２１２の投光部２
１３は、前方に規定された検出空間１２０へ向けて近赤外光を照射する。加えて投光部２
１３は、光の照射方向を少なくとも水平方向に走査可能である。投光部２１３は、光の照
射方向を水平方向に旋回させつつ、所定の時間間隔で近赤外線の照射を繰り返す。近赤外
光の指向性（照射角）は、脚の太さ程度に絞られている。例えば、近赤外光を左方向へ向
けて照射した場合、左脚Ｌｌにて反射された近赤外光が受光部２１４によって検出される
。同様に、近赤外光を右方向へ向けて照射した場合、右脚Ｌｒにて反射された近赤外光が
受光部２１４によって検出される。
【００６１】
　情報取得部３１（図１参照）は、脚センサ２１２から受信する検出信号に基づき、検出
空間１２０にある運転者の両脚の位置を個別に検出する。詳記すると、情報取得部３１は
、投光部２１３による近赤外光の照射方向と、照射時刻から受光時刻までの差分時間と基
づき、両脚の位置を推定する。
【００６２】
　尚、近赤外線の照射時刻から所定時間ｔｓの経過後に検知された反射光は、検出空間１
２０の領域外で車両Ａの構造物によって反射された光としてフィルタリングされている。
即ち、情報取得部３１は、照射時刻から所定時間ｔｓが経過するまでに受光された反射光
に基づき、各脚Ｌｌ，Ｌｒの有無と位置とを検出する。しかしながら、こうした手法に限
らず、ドアに代表される車両Ａの構造物は、車種毎に形状や材質が規定されている。故に
、反射光の受光時間及び受光強度は、予め既知の値となる。こうしたことから、検出空間
１２０の周囲の構造物に応じた受光時間及び受光強度を予め設定しておき、脚と構造物と
の区別が実施されてもよい。
【００６３】
　ここまで説明した第二実施形態でも、第一実施形態と同様の効果を奏し、運転操作に不
適切な脚の姿勢が取られている場合には、ＴＯＲに対応できないと判定できる。加えて、
検出空間１２０の後方から近赤外光を照射する構成であれば、車両Ａの前後方向に両脚が
揃った位置関係であったとしても、情報取得部３１は、検出信号に基づき、両脚の位置を
把握できる。尚、第二実施形態では、脚センサ２１２が「位置検出センサ」に相当し、投
光部２１３が「発信部」に相当し、受光部２１４が「検出部」に相当する。
【００６４】
　（第三実施形態）
　図１０～図１２に示す第三実施形態は、第一実施形態の別の変形例である。第三実施形
態の状態検出システム３１０は、第一実施形態と実質同一のＨＣＵ３０及びＤＳＭ１１を
備えている。加えて状態検出システム３１０は、運転者の脚を検出する構成として、第一
実施形態と実質同一の脚センサ１２と、第二実施形態と実質同一の脚センサ２１２とを有
している。
【００６５】
　状態検出システム３１０は、二つの脚センサ１２，２１２を用いて、検出空間１２０に
ある運転者の両脚を、異なる方向から検出する。二つの脚センサ１２，２１２は、共にフ
ロア面１１３よりも座面１１１に近い高さ位置に設けられている。センターコンソール１
１７に配置された脚センサ１２は、車両Ａの高さ方向において、運転席１１０に配置され
た脚センサ２１２よりも僅かに高い位置に設置されている（図１１参照）。情報取得部３
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１は、二つの脚センサ１２，２１２から出力された検出信号を統合し、検出空間１２０に
おける各脚Ｌｌ，Ｌｒの位置を推定する。
【００６６】
　ここまで説明した第三実施形態でも、第一実施形態と同様の効果を奏し、運転操作に不
適切な脚の姿勢が取られている場合には、ＴＯＲに対応できないと判定できる。加えて第
三実施形態では、二つの脚センサ１２，２１２の検出情報を用いることにより、ＨＣＵ３
０は、運転者の両脚の状態をさらに正確に取得し、運転交代可能か否かの適切な判定を行
うことができる。尚、第三実施形態では、脚センサ１２，２１２が共に「位置検出センサ
」に相当する。
【００６７】
　（第四実施形態）
　図１３に示す第四実施形態は、第一実施形態のさらに別の変形例である。第四実施形態
では、二つの脚センサ４１２ｔ，４１２ｂがセンターコンソール１１７に設けられている
。各脚センサ４１２ｔ，４１２ｂは共に、第一実施形態の脚センサ１２（図１参照）と実
質同一の構成である。脚センサ４１２ｔは、車両の高さ方向において、脚センサ４１２ｂ
よりも高い位置に設けられている。脚センサ４１２ｔは、車両の前後方向において、脚セ
ンサ４１２ｂよりも後方に配置されている。
【００６８】
　以上の構成であれば、情報取得部３１（図１参照）は、例えば膝上にて脚組された状態
を、二つの脚センサ４１２ｔ，４１２ｂの検出信号から検出可能となる。詳記すると、膝
上にて脚組みされた状態では、上方の脚センサ４１２ｔは、右脚Ｌｒ及び左脚Ｌｌを共に
検出した検出信号を出力する。一方で、下方の脚センサ４１２ｂは、右脚Ｌｒのみを検出
した検出信号を出力する。情報取得部３１は、こうした二つの検出信号の組み合わせから
、運転者の脚組の状態を推定可能となる。
【００６９】
　ここまで説明した第四実施形態でも、第一実施形態と同様の効果を奏し、運転操作に不
適切な脚の姿勢が取られている場合には、ＴＯＲに対応できないと判定可能になる。加え
て第四実施形態では、上下二つの脚センサ４１２ｔ，４１２ｂの検出情報を用いることに
より、ＨＣＵ３０は、運転姿勢に復帰困難な脚の状態を適確に把握し、ＴＯＲに対応でき
ない運転者への運転交代の実施を回避させることができる。尚、第四実施形態では、脚セ
ンサ４１２ｔ，４１２ｂが共に「位置検出センサ」に相当する。
【００７０】
　（第五実施形態）
　図１４及び図１５に示す第五実施形態は、第一実施形態のさらに別の変形例である。第
五実施形態では、第一実施形態の脚センサ１２（図１参照）に替えて、フロアセンサ１５
が設けられている。フロアセンサ１５は、脚センサ１２と同様に、ステアリングホイール
１１５の下方且つ運転席１１０の前方である検出空間１２０から、運転者の両脚Ｌｌ，Ｌ
ｒを検出するセンサである。フロアセンサ１５は、シート状に形成されており、フロア面
１１３の裏側に設けられている。フロアセンサ１５は、検出空間１２０の底面全体に間接
的に臨むように、検出空間１２０の底面と同程度の大きさに形成されている。フロアセン
サ１５は、二次元状に配列された複数の圧力検出部を有している。
【００７１】
　圧力検出部は、例えばフロアセンサ１５を格子状に区画した各領域（図１５　一点鎖線
参照）に一つずつ設けられている。個々の圧力検出部は、フロア面１１３に足裏が置かれ
たことによる荷重を検知する。フロアセンサ１５は、各領域に作用している圧力を、検出
信号としてＨＣＵ３０（図１参照）に逐次出力する。
【００７２】
　情報取得部３１（図１参照）は、フロアセンサ１５の各領域に作用している圧力（荷重
）を検出する。こうした検出情報に基づき、状態判定部３２（図１参照）は、少なくとも
二つの領域に閾値以上の圧力が作用している等、検出空間１２０から両脚Ｌｌ，Ｌｒの足
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跡が検出できている場合には、「適切姿勢」であると判定する。一方で、一つの領域しか
閾値以上の圧力が作用していない等、片足の足跡しか検出できない場合、及び閾値以上の
圧力がどの領域にも作用しておらず、片足の足跡すら検出できない場合、状態判定部３２
は、「不適切姿勢」であると判定する。
【００７３】
　ここまで説明した第五実施形態のように、フロアセンサ１５を用いて脚を検出する構成
であっても、第一実施形態と同様の効果を奏し、運転操作に不適切な脚の姿勢が取られて
いる場合には、ＴＯＲに対応できないと判定できる。
【００７４】
　（第六実施形態）
　本開示の第六実施形態は、図１及び図２に示す第一実施形態の変形例である。第六実施
形態の自動運転ＥＣＵ５０では、権限移譲計画にて設定される余裕時間Ｔａが可変とされ
ている。例えば、車両Ａの走行環境が良好（晴天等）であり、自律センサ群７３の検出距
離が十分に長くなる場合、自動運転ＥＣＵ５０は、遠方の状況を把握し、自動運転のオフ
タイミングに対し早いタイミングでＴＯＲを実施できる。具体的には、１０秒程度の余裕
時間Ｔａを確保した権限移譲計画が策定可能となる。一方で、車両Ａの走行環境が良好で
はなく（悪天候や暗所等）、自律センサ群７３の検出距離が短くなる場合では、自動運転
ＥＣＵ５０は、遠方の状況を把握し難くなる。故に、権限移譲計画にて設定される余裕時
間Ｔａは、良好な走行環境である場合と比較して短くなり、例えば４秒程度とされる。
【００７５】
　以上のような自動運転ＥＣＵ５０及び自律センサ群７３の状態に応じて、状態判定部３
２は、「適切姿勢」と「不適切姿勢」とを区分けする許容基準（図５参照）を、余裕時間
Ｔａの長さに合わせて変化させる。即ち、余裕時間Ｔａが長くなれば、許容基準は緩和さ
れる。反対に、余裕時間Ｔａが短くなれば、許容基準は厳しくされる。
【００７６】
　具体的に、座面上での胡座及び正座、並びに膝上での脚組といった運転者の姿勢は、余
裕時間Ｔａが長く（約１０秒）確保可能な走行環境では「適切姿勢」と判別され、余裕時
間Ｔａが短い（約４秒）走行環境では「不適切姿勢」と判別される。一方で、ステアリン
グホイール１１５（図３参照）及び運転席側のドア等に右足先を掛けた姿勢は、余裕時間
Ｔａに係らず、「不適切姿勢」と判別される。
【００７７】
　加えて状態判定部３２は、余裕時間Ｔａが長く確保可能な場合に、ＴＯＲの後、自動運
転のオフタイミングまでの残り時間が短くなるに従って、許容基準を厳しくする。例えば
、自動運転のオフタイミングまでの残り時間が４秒程度となったタイミングにて、状態判
定部３２は、座面上での胡座及び正座、並びに膝上での脚組といった姿勢を、「適切姿勢
」ではなく、「不適切姿勢」であると判別する。
【００７８】
　ここまで説明した第六実施形態でも、第一実施形態と同様の効果を奏し、運転操作に不
適切な脚の姿勢が取られている場合には、ＴＯＲに対応できないとの判定結果が得られる
。加えて第六実施形態のように、交代要求モードにて確保可能な余裕時間Ｔａの長さに合
わせて、「適切姿勢」と「不適切姿勢」とを切り分ける許容基準は、変更されてよい。こ
うした制御によれば、自動運転モードにて運転者に許される姿勢が増えるため、姿勢矯正
のための不必要な誘導が低減される。以上によれば、運転者等のユーザにとって有益な自
動運転機能の提供が可能になる。
【００７９】
　さらに第六実施形態のように、ＴＯＲ後の「適切姿勢」の判定基準を、自動運転のオフ
タイミングが迫るにつれて引き上げれば、自動運転のオフタイミングまでに正しい運転姿
勢への復帰を促す情報提示が実施され得る。
【００８０】
　（他の実施形態）
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　以上、本開示の複数の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定し
て解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及
び組み合わせに適用することができる。
【００８１】
　上記第六実施形態の変形例１では、権限移譲計画にて設定される余裕時間が、上記第一
実施形態等よりも長く、且つ、一定の長さ（例えば１０秒）とされている。故に、変形例
１では、自動運転モードにおける許容基準の変更は、実施されない。例えば、自律センサ
群の検出距離及び精度が十分であれば、こうした設定が可能となる。故に、自動運転モー
ドでは、胡座、正座、及び膝上での脚組といった姿勢が許容される。
【００８２】
　一方で、状態判定部は、第六実施形態と同様に、ＴＯＲの後に、自動運転のオフタイミ
ングまでの残り時間が短くなるに従って、許容基準を厳しくする。具体的には、自動運転
のオフタイミングまでの残り時間が所定の閾値（例えば４秒）未満となったタイミングに
て、状態判定部は、胡座、正座、及び膝上での脚組といった姿勢を、「適切姿勢」ではな
く、「不適切姿勢」であると判定するようになる。その結果、上記の姿勢を取る運転者に
対して、適切なタイミングでの警告が実施される。
【００８３】
　以上の変形例１のように、余裕時間が可変でなくても、状態判定部は、ＴＯＲ後等の適
切なタイミングで許容基準を変化させてもよい。さらに、余裕時間の具体的な値は、車両
が使用される地域の法規及びガイドライン、並びに車両が走行する道路の制限速度等に応
じて、適宜変更されて良い。
【００８４】
　上記実施形態では、脚の位置を検出する構成として、光センサ及びフロアセンサ等が採
用されていた。しかし、光センサに替えて、ラインセンサ及び超音波センサ等が採用可能
である。超音波センサにおいては、検出波として超音波を発振する振動部が「発信部」に
相当し、脚によって反射された超音波を受信する受信部が「検出部」に相当する。さらに
、これらのセンサに限定されず、種々のアクティブ型及びパッシブ型の物体検出センサが
、脚の位置を検出するセンサとして採用可能である。また、脚と構造物とを区別する上述
の手法は、超音波センサ等を用いた形態にも適用可能である。
【００８５】
　さらに詳記すると、状態検出システムに設けられるセンサは、図１６に示すドットの範
囲の姿勢を検出可能であることが望ましい。図１６では、ペダル操作に直結する運転者の
右脚の姿勢が、股関節の角度θｈ及び膝関節の角度θｂによって規定されており、各関節
の角度θｈ，θｂを変えた場合の運転者の姿勢が一覧で示されている。そして、ドットの
範囲は、正しい運転姿勢に戻すまでに体軸の変更が不要な姿勢の範囲となっている。
【００８６】
　例えば、膝下での脚組は、運転姿勢に戻すのに体軸の変更が不要であるため、「適切姿
勢」に区分けされる。一方で、右脚を伸ばすことで、右側のドア又はウィンドウ、或いは
ステアリングホイール１１５に掛けていた場合、運転姿勢への復帰に体軸の変更が必要と
なる。同様に、膝上で脚組されていた場合も、体軸の変更が必要となる。故に、これらの
姿勢は、「不適切姿勢」に区分けされる。
【００８７】
　上記実施形態では、簡単な構成で上記の判別を行うために、脚センサの検出に基づく右
脚の状態から「適切姿勢」及び「不適切姿勢」が判定されていた。しかし、例えば運転者
の前上方に設けた車内カメラの検出情報を脚センサの検出情報に組み合わせれば、右脚を
前方に投げ出した上記のような姿勢が特定可能となる。そのため、上体と脚の各検出結果
を組み合わせて運転者の状態を検出する状態検出システムであれば、精度の高い注意喚起
の実施が可能になる。
【００８８】
　また、位置検出センサによる検出空間の範囲も、適宜変更されてよい。例えば、座面上
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わせて、位置検出センサの位置も変更可能である。例えば、位置検出センサは、センター
クラスタの側面、ステアリングコラムの下面、及びペダルの近傍等に設置されてよい。
【００８９】
　さらに、運転者の上体の様子を監視する構成は、ＤＳＭに限定されない。状態検出シス
テムは、ＤＳＭと共に、又はＤＳＭに替えて、例えばステアリングホイール１１５（図３
参照）の把持を検知する静電センサ又は圧力センサ、或いは上述の車内カメラ等を、備え
ていてもよい。さらに、ＤＳＭ等の構成は、状態検出システムから省略されてもよい。
【００９０】
　上記実施形態の自動運転ＥＣＵは、走行環境のモニタリングを運転者に代わって担う、
所謂アイオフの自動運転を可能にしていた。本開示による運転者の状態検出方法は、こう
したレベル３の自動運転が実施されている期間での運転者の姿勢検出に好適となる。加え
て、本開示による状態検出方法は、走行環境のモニタリングが運転者によって行われるレ
ベル２の自動運転にも適用可能である。
【００９１】
　そして、状態検出装置の機能は、上記のＨＣＵとは異なるハードウェア構成及びソフト
ウェア構成によって実現されてもよい。例えば、自動運転ＥＣＵ及びＨＣＵを一体的に構
成した電子制御ユニットの処理部が、上述した状態検出方法を実施してもよい。或いは、
ＨＣＵ、自動運転ＥＣＵ及び車両制御ＥＣＵを含む複数の電子制御装置が、本開示による
状態検出プログラムを分散処理してもよい。
【００９２】
　さらに、フラッシュメモリ及びハードディスク等の種々の非遷移的実体的記憶媒体（no
n-transitory tangible storage medium）が状態検出プログラムを格納する構成として、
ＨＣＵ等のメモリ装置に採用可能である。加えて、状態検出プログラムを記憶する記憶媒
体は、車載された電子制御ユニットに設けられた記憶媒体に限定されず、当該記憶媒体へ
のコピー元となる光学ディスク及び汎用コンピュータのハードディスクドライブ等であっ
てもよい。
【符号の説明】
【００９３】
Ａ　車両、Ｔａ　余裕時間、１０　状態検出システム、１２，２１２，４１２ｔ，４１２
ｂ　脚センサ（位置検出センサ）、１３　投光部（発信部）、１４　受光部（検出部）、
３０　ＨＣＵ（状態検出装置）、３１　情報取得部、３２　状態判定部、４１　処理部、
１１０　運転席、１１１　座面、１１３　フロア面、１１５　ステアリングホイール、１
２０　検出空間
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